平成２２年度埼玉県介護支援専門員更新研修の対象者について

１　受講対象者
埼玉県で介護支援専門員の登録を受けている方のうち、介護支援専門員証の有効期間が１年以内に満了する方であって、介護支援専門員証の更新をしようとする方。

　平成２２年度の対象者は、平成２３年１月１日から１２月３１日までに有効期間が満了する方です。
　　対象者には、５月２８日（金）に介護支援専門員として登録されている住所地あてに通知を発送しています。受講対象者に該当し、通知が届いていない方は本会までご連絡ください。
　　なお、ご自身の介護支援専門員証の有効期間が不明な方は県高齢介護課にお問い合わせください。

２　研修のコースとその対象者
　介護支援専門員更新研修は２コースあります。介護支援専門員として実務に従事したことがある経験の有無により受講するコースが異なります。
参　考
· 実施要領
· 別紙１（５３時間コース・実務経験のある方）

· 別紙２（４６時間コース・実務経験のない方）

３　登録事項の変更、介護支援専門員証の更新申請の手続きについて
住所や氏名の変更など登録事項の変更がある場合や、介護支援専門員証の有効期間の更新は埼玉県への手続きが必要です。埼玉県の介護支援専門員向けのホームページ「埼玉県ケアマネ情報局」から、「各種申請と申請書のダウンロード」をご覧いただくか、直接埼玉県へお問い合わせください。

	埼玉県ケアマネ情報局
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/caremanager

埼玉県福祉部高齢介護課　（電話）048-830-3232


　※ご自身の介護支援専門員証の有効期間が不明な場合は、こちらにお問い合わせください。

４　研修に関する申込み・問い合わせ先

	埼玉県社会福祉協議会　研修開発部　ケアマネジャー業務課
（住所）　〒330-8529　さいたま市浦和区針ヶ谷４－２－６５
（電話）　048-824-3111
（FAX）　048-825-9185


※お問い合わせは、平日の９時から１７時の間にお願いいたします。

※電話番号をお間違えのないようにお気を付けください。

 埼玉県ケアマネ情報局
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